「金沢市歩けるまちづくり審議会委員」を募集します

　金沢市では「歩けるまちづくり推進条例」を施行し、まちの個性に親しみながら、市民が安全・快適に歩くことのできるまちづくりを推進しています。
　歩けるまちづくりの推進にあたり、広く市民の皆さまのご参加をお願いし、ご意見をいただくため、「金沢市歩けるまちづくり審議会委員」を市民から公募いたします。

【募集要項】
 内 　 容 　 歩けるまちづくり推進事業に対し、さまざまな視点から意見を
           　述べていただきます。

 募集人員 　 ２名程度
　　　　　　  ※審議会はほかに学識者、地域活動関係者などで構成します。
　　　　　　  ※会議回数は年間１～２回で、平日の昼間に市役所で開催します。

 任    期 　 令和７年9月1日～令和９年8月31日（２年間）

 報　　酬 　 １回につき13,000円（所得税を含んでいます。）

 応募資格 　 １８歳以上の市民（本市在住者）

 応募方法 　「応募の動機」について（800字程度）お書きの上、
氏名、性別、生年月日、住所、電話番号等を記載し、
別紙の応募申込書をメールまたは郵送にて送付してください。
    　　     　　(注)住所、電話番号は、連絡用として使用させて頂きます。
                  　また、性別、年齢は委員の年齢構成等の集計に使用するものです。
                  　いずれも、目的以外に使用することはありません。

 締め切り 　 令和７年８月１２日（火）（必着）

 選考方法 　 １次選考（書類審査）
　　　　　　 ２次選考（面接）　　で決定します。

	 申し込み・問合せ　 〒920－8577（住所記載不要）
         　　　　　　　　　金沢市都市政策局交通政策課
                     　　　ＴＥＬ220－2038  　ＦＡＸ220－2048
                     　　　e-mail  koutsuu@city.kanazawa.lg.jp


◆交通政策課ホームページ 
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/soshikikarasagasu/kotsuseisakuka/gyomuannai/1/6/8046.html
